
⇓ 申請の流れについては裏面をご覧ください ⇓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

白河市では、加齢によって耳が聞こえづらくなり、日常生活に不便を感じている高齢者の皆さ

まを対象に、補聴器の購入に係る費用の一部を助成します。 

申請できる方（以下のすべての条件を満たす方） 

 白河市内に住所を有する、満 65 歳以上の方 

 住民税非課税世帯の方 

 聴覚障害による身体障害者手帳をお持ちでない方 

 耳鼻咽喉科の医師による意見書をもらえる方 

助成額 

補聴器購入に係る費用の 2 分の 1（上限 20,000 円まで） 
※ 助成対象になるのは、管理医療機器である補聴器本体と付属品の一部（電池、充電器、イ

ヤーモールドなど最低限必要なもの）に限ります。 

※ 集音器や通販で購入した補聴器については対象になりません。 

申請する前に 

・税金の課税状況を確認しますので、事前に白河市高齢福祉課にご相談ください。 

「聞こえ」のチェックリスト 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェックが一つでも付いた場合は、補聴器が有効かもしれません。 

「聞こえ」で気になることがあったら、まずは耳鼻咽喉科または専門家（認定補聴器技能者や言

語聴覚士など）のいる専門店へのご相談をお勧めいたします。 

□ テレビの音が大きいといわれる。 

             

□ 会議や集会などで発言者の声が 

聞きとりにくい。 

 

□ 聞き間違えることが多い。 

□ 会話が聞き取れず、聞き返してし

まう。 

 

□ 病院などで呼ばれても気づかない

ことがある。 

 

□ 後ろから呼ばれても気が付かな

い。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

白河市 保健福祉部 高齢福祉課 高齢者支援係 

〒961-0941 白河市八幡小路 7 番地 1 白河市役所 1 階 

電話番号  （代表）0248-22-1111 内線 2154・2155・2156  

（直通）0248-28-5519 

申請の流れ 

◎事前相談 
課税状況等を確認しますので、本事業の利用を希望される場合には、事前に白河市高齢福

祉課にご相談ください。 

１． 受診 
耳鼻咽喉科を受診し、実際に補聴器が必要と診断された場合には、補聴器の必要性を認め

る「補聴器使用に係る証明書」を書いてもらいます。 

※ 診察に係る費用については自己負担です。 

２．購入 
医師に書いてもらった「補聴器使用に係る証明書」をもって補聴器を購入し、購入店舗から領

収書をもらいます。領収書は、申請者の氏名、購入日、購入品、型番、金額、発行者がわかるも

のであれば、様式は問いません。 

※ 補聴器の購入先は、認定補聴器技能者や言語聴覚士といった 

専門家のいる販売業者に限ります。 

３．申請 
白河市高齢福祉課または各庁舎地域振興課に、以下の申請書類を提出します。 

 白河市高齢者いきいき応援事業（補聴器購入費）助成金申請書兼請求書 

 補聴器使用に係る証明書または医師の意見書 

 補聴器の領収書 

４．決定・助成 
申請内容を審査し、該当すると認められる場合には、「白河市高齢者いきいき応援事業助成

金交付決定通知」をお送りします。その後、申請書類に記載された指定の口座に助成金を交付

いたします。 


